
お 知 ら せ  

 

試験制度の公平性を損なう行為に対する処分について 
 

（一社）日本非破壊検査協会 認証事業本部 

 

２０２２年１１月‐１２月の実技試験（再認証試験）において、試験制度の公平性を損なう行為があ

りました。 

本件については、明らかとなった事実に基づき２０２３年１月２７日の認証運営委員会でこの行為を

行った者に対する審決が確定しました。 

２０２３年２月１日付の審決通知書（主文）を次に示します。 

 

 

１．審決主文 

（１）２０２２年秋期再認証試験を無効とする。 

（２）受験資格を処分開始日から 1年間停止する。 

（３）再度の違反があれば、当協会が認証した非破壊試験技術者としての全ての資格を取消

す。 

（４）当協会が実施する資格試験及び認証に関する各種証明書の証明者としての資格を処分

開始日から 1年間停止する。 

（５）違反事実及び内容を匿名にて公表する。 

 
 

 

№R20230101 

2023 年 2 月 27 日 


